
１ 緒 言

食品廃棄物は食品原料である動、植物素材から

有用部分を加工に用いた不要な残査である。おか

らをはじめとして、ダシガラ、醤油の絞りカス、

魚腸骨、野菜屑、穀物の殻、皮などがあり、多く

の食品加工分野にわたって存在し、そのほとんど

が廃棄物として処分されている。また、廃棄物に

準ずる利用度の低い未利用資源としては穀物の糠、

酒造における白糠、酒粕、養鶏場の廃鶏、廃糖蜜

やコーンスティプリカーなどがあり、一部で利用

はされているが低付加価値の利用である。

これらの食品廃棄物等の多くは豊富な栄養成分

を含むため有価物質として利用する余地が残され

ているのであるが、反面、放置するとたちどころ

に腐敗し、悪臭を発生し、不衛生な腐敗菌や病原

菌の温床となる。清潔で衛生的であることが常に

求められている食品工場にとって、頭を悩ます存

在である。さらに、一旦腐敗すると食品としての

再利用は不可能になる。したがって、有効利用の

ためには迅速な腐敗防止の処理が必要である。

食品廃棄物はもともとが何らかの食用に適さな

い性状を持った素材であるので、それを食品にす

るためには大幅な品質改良が必要であり、微生物

を用いた発酵処理が有効な方法の一つであると考

えられる。有益な微生物を優先的に廃棄物に繁殖

させることにより、食品としての味覚、物性、栄

養価、吸収性や生理活性作用を高めることと共に

腐敗菌や病原菌の増殖を抑止し、腐敗を防止する

ことが可能と考えられる。本研究では発酵処理に

用いる微生物として麹菌を用いた。麹菌は古くか

ら日本の醸造工業で用いられてきており、安全性

や生理活性等の有用性が広く認められている微生

物である。
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［要 旨］

�未利用素材として廃鶏、白糠等の調査、分析等を行い、麹菌の繁殖性について検討した。製麹は３０～３５％

の低水分条件で行った。製麹後にはプロテアーゼ等の酵素類が含まれ、また、毒性や悪臭を持つヒスタ

ミン、トリメチルアミン、過酸化物が減少し、製麹により素材の栄養性が高まった。

�廃鶏の調味料化については、全く新しい調味料である鶏醤油の基本プロセスが開発できた。鶏肉のアミ

ノ酸への分解性は高く、大豆の醤油と同等であった。でんぷん原料として白糠を用いると淡色の調味料

ができた。

�廃鶏のトータルな有効利用について検討した。廃鶏を原料とし粉末化鶏肉、麹化鶏肉、半乾燥調味鶏肉、

酵素による鶏肉分解物、鶏肉ゼラチン質とその液化物、鶏油などを試作した。
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本研究は中小企業創造基盤技術研究事業として

�ヤマシロファーメントとの共同研究として実施

した。ここでは当センターが担当した廃鶏を中心

とした未利用資源の製麹、調味料化の基本プロセ

スの開発等についてその概要を報告する。

２ 実験方法

２．１ 供試原料

�蛋白質原料：タンパク質を多く含む原料として

粉末鶏肉、ダシガラ、融米造りの酒粕及びコーン

グルテンを用いた。粉末鶏肉は山城養鶏組合の廃

鶏肉を加熱・撹はん・乾燥したものを用いた。ダ

シガラは、麺つゆの抽出工程後のかつお節とだし

じゃこの混合物を乾燥・粉砕して用いた。

�デンプン原料等：デンプンを多く含む原料とし

て割砕小麦、白糠を用いた。割砕小麦は、小麦を

全粒のまま約１７５℃で２～３分間ばい焼し、割砕

したものを用いた。白糠は酒造原料白米を約７０％

に精白したときの削り粕を用いた。

２．２ 使用菌株

種麹メーカーである（株）菱六保存の麹菌の中

から醤油用麹菌として Aspergillus oryzae HO－１１７、

鰹節麹菌として Eurotium repens HG－３０６を蒸米

に繁殖させたものを種麹として用いた。

２．３ 製麹方法

タンパク質原料（鶏肉粉末、酒粕、ダシガラま

たはコーン蛋白）にデンプン原料として割砕小麦

または白糠を１：１の比率で合計４�になるよう

に配合した。湿潤な酒粕については乾物含量２�

分を換算して用いた。初発水分含量が３０～３５％と

なるように水分調整し、水分蒸発を防ぐため高圧

滅菌用ポリ袋に入れ、１２０℃で３０分間蒸煮し、滅

菌した。この蒸煮物に冷却後種麹８gを混合し、

ヤエガキ醸造�製自動製麹装置 HK－１５で最低温

度３０℃、最高温度４０℃に調節し、７２時間製麹した。

２．４ 調味料化工程

調味料化は次の工程により行った。

廃鶏→蒸煮→製麹→塩水仕込み→もろみ発酵→

圧搾→生揚げ調味料

２．５ 分析・測定方法

�麹の酵素力価の測定：プロテアーゼおよびアミ

ラーゼは国税庁所定分析法１）に準じて分析した。

�麹の細菌数の測定：麹中の細菌数は、日本製薬

�製の抗黴培地「ダイゴ」を用いて、希釈平板培

養法により測定した。

�一般成分分析：粗蛋白、粗脂肪等の栄養成分、

全窒素、エキス分、食塩、色度等の測定は衛生試

験法注解２）及び醤油試験法３）により測定した。

	アミノ酸分析：試料１ｇまたはもろみ搾汁１ml

を９９mlのクエン酸バッファ（pH２．２）で抽出後、

�島津製作所製液体クロマトグラフ LC－９Aで

強酸性陽イオン交換樹脂カラム ShimpackIsc－０７

Na型（スルホン基を持つスチレンージビニール

ベンゼン共重合体）を用い分析した。


エタノール及び酢酸：�島津製作所製ガスクロ

マトグラフ GC－１５Aでガラスカラム

（５％Thermon－３０００、SHINCARBON A）を用い

分析した。

３ 結果及び考察

３．１ 未利用資源の製麹による改質

�未利用資源の前処理

未利用資源原料を微生物により発酵処理し、家

畜飼料や食料に変換するためには、原料の腐敗を

防止することが重要である。一旦腐敗した原料は

腐敗微生物等による毒素や有害物質が含まれてい
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るため、発酵処理用の原料としては使用できない。

腐敗していない原料であっても、種々の微生物が

原料には付着しておりそれらが発酵処理を妨害す

る。したがって、有効微生物を接種する前に殺菌

工程が必要である。そこで、通常は加熱殺菌で汚

染微生物の殺菌を行うことにした。この加熱殺菌

は魚肉や鶏肉等のタンパク質原料には特に有効で

あった。つまり、加熱により殺菌と同時にタンパ

ク変性もできるので、続く工程の発酵処理も非常

に効率よく行われることになった。共同研究者で

あるヤマシロファーメントの実施した精密発酵機

の試作においても、この殺菌処理を効率的に行え

ることが必要条件であった。

�微生物の選択

次に、発酵処理する微生物の選択の問題がある。

病原性を持たず、毒性物質をつくらない、安全性

の高い微生物を発酵処理に用いなければならない。

家畜飼料は直接は食料ではないが、一旦家畜の口

から摂取され、肉、牛乳や卵等の畜産食品になる。

有害物質等が含まれていると、餌等を通しての生

物濃縮が起こる可能性がある。従って、食料と同

様に飼料においても発酵処理に使用できる微生物

の種類は限定されて来る。科学的にあるいは経験

的に信頼性のある安全な微生物を用いることが必

要であり、古くから発酵食品に用いられてきた微

生物の中から選択することが最も合理的である。

本研究においては微生物としては主として麹菌を

用いることにした。麹菌は日本の醸造食品である、

清酒、甘酒、味噌、醤油、鰹節、麹漬け等の多く

の食品に古来より用いられてきており、日常的に

図２ 鶏粉と白糠混合物の出麹の SEM観察像

図１ 製麹の温度経過
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食品として摂取してきたものであり、その安全性

はほぼ確立されていると考えられる。本研究にお

いては�菱六の保有する種麹から有効なものを選

択して発酵処理（製麹）に用いた。

�低水分製麹法

原料に麹菌のみを優先的に増殖させることが重

要であった。そこで麹菌は比較的乾燥状態でも繁

殖するが細菌類は乾燥に弱いという性質を利用し

て、水分３０～３５％で製麹を行う乾燥製麹法を開発

した４）。これによりバチルス属やミクロコッカス

属等の細菌汚染を少なくすることができた。図１、

２には製麹の温度経過及び出麹の SEM観察像を

示した。

	製麹による改質

原料の発酵処理より優良な飼料や食品素材とな

ること、即ち、栄養的に有効な物質が増大し、ま

た、毒性物質や栄養阻害物質が減少することも重

要である。表１、２には鶏粉及び魚粉の製麹前後

の成分変化を示した。有効物質としては、麹菌の

繁殖により発酵鶏粉中にプロテアーゼやアミラー

ゼが生成した。市販の飼料中には家畜の消化を高

めるためにこれらの酵素類を添加している場合も

表１ 鶏粉と製麹鶏粉の成分比較

表２ 魚粉と製麹魚粉の成分比較

成 分 製 麹 前 製 麹 後 製 麹 後
（７５日間保存後）

水分（％） ３３．０ １８．４ ９．２

粗蛋白（％） ４７．０ ６０．０ ６６．１

粗脂肪（％） ７．０ ６．０ ５．９

粗繊維 ０．７ ０．９ １．３

灰分（％） １．３ １．７ １．８

過酸化物価（meq/kg） ６．６ ２．６ ０．９

中性プロテアーゼ（U/g） ０ ８８００ ８６００

鶏粉３�に白糠１�を混合し、初発水分を３０～３５％に調整し、８gの醤油用麹菌を接種後、３０～４０℃

で７２時間培養した。出麹は３０℃で紙袋に入れ開封状態で保存した。

製 麹 前 製 麹 後

水分（％） １１．５ １２．２

粗蛋白（％） ６８．１ ６７．１

粗脂肪（％） ９．１ ６．７

灰分（％） １３．３ １４．０

過酸化物価（meq/kg） ３．５ ０．５

ヒスタミン（ppm） ４９．３ １８．９

トリメチルアミン（ppm） １６．０ ４．６

中性プロテアーゼ（U/g） ０ １２００
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あるので、発酵処理により酵素が生成することは

大きなメリットといえる。

毒性物質については発酵前に比較して過酸化物

価、ヒスタミン、悪臭物質のトリメチルアミンが

減少した。以上、製麹により素材の栄養価が向上

した。

３．２ 廃鶏からの調味料生産

最近、調味料の多様化が進んでおり、醤油以外

の特徴をもった味が求められている。とりわけ注

目されているのは、ダシガラスープ等の鶏を原料

とする新規な調味料である。京都府中小企業総合

センターでは高タンパク質原料を容易に調味料化

する基本プロセスを開発し、すでに、魚醤油の製

品化を行ってきた４～６）。本研究においては、さら

に、この調味料化プロセスにより廃鶏の調味料化

について検討した。

�原料

原料としての廃鶏は養鶏場において産卵率の落

ちた老鶏として一日当たり数百から数千羽処分さ

れている。養鶏は通常１８カ月間飼育するので、１５

万羽の養鶏場であれば年間１０万羽という多量の廃

鶏が生じることになり、有効な利用法が望まれて

いる。多くは鶏肉（かしわ）として加工されてい

るが肉が固く生肉としての市場性は低い。そこで、

鶏肉を麹菌のプロテアーゼで分解し、液体調味料

に加工するプロセスの開発に取り組んだ。生鶏肉

はそのままではタンパク質が未変性であり、また、

腐敗するので製麹ができない。そのため、前処理

として一旦加熱殺菌し、脂質や水溶性部分を分離

後乾燥鶏粉として製麹原料に供した。

�調味料化工程

廃鶏の調味料化は次の工程で行った。

廃鶏→蒸煮→製麹→塩水仕込み→もろみ発

酵→圧搾→生揚げ調味料

廃鶏は通常は解体して肉のみを加熱、乾燥、粉

末化して調味料化の素材として用いた。しかし、

省力化を考えた場合には解体処理をせずに、肉以

外に羽、内臓、骨等を含んだ全鶏を用いることも

検討する必要がある。調味料化の場合には骨や羽

などが諸味の中で発酵分解されずに残っても最終

的に醤油粕として除かれるので製品中に異物とし

て混入することはない。以下、製麹、諸味発酵の

順に検討した。

表３ 鶏肉粉末の製麹による中性プロテアーゼの変化 （U/g）

混 合 比 率
製 麹 時 間

２４h ４８h ７２h

鶏粉１０ （０％） ２００ ２３００ ２８００

鶏粉９：割砕小麦１（１０％） １００ ３０００ ３２００

鶏粉３：割砕小麦１（２５％） ７００ ５６００ ６４００

鶏粉６：割砕小麦４（４０％） ２０００ ６０００ ６７００

鶏粉５：割砕小麦５（５０％） ８６００ ９７００ ９６００

鶏粉９：白糠１ （１０％） ２００ ４１００ ４７００

鶏粉３：白糠１ （２５％） ６００ ９０００ ８８００

鶏粉６：白糠４ （４０％） ４００ ７９００ ９９００

鶏粉５：白糠５ （５０％） １４００ ９９００ １０２００
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�廃鶏の製麹

廃鶏を製麹するのは鶏肉の分解に必要なプロテ

アーゼ等の酵素を麹菌に生産させるために行う。

表３は鶏粉の製麹時間と酵素力価の関係を示した

ものである。酵素力価は通常４８時間でほぼピーク

に達した。デンプン成分である割砕小麦または白

糠を添加したものは、添加量が増加するにつれて

出麹の酵素活性が増加した。鶏粉を単独で製麹し

ても繁殖の程度は低く、酵素類の活性も低かった。

酵素活性の高い出麹を得るためにはデンプン成分

の添加が必要であった。割砕小麦と白糠の比較で

は白糠を用いたものの方が全般的に酵素活性が高

かった。ただし、白糠は粉体であるためあらかじ

め乾熱で加熱殺菌処理するなどの工程が必要なこ

とと、物料に水分を添加するときにダマを作らな

いよう注意が必要であった。この場合、トウモロ

コシの殻（コーンフィード）の混入が有効であっ

た。

	鶏麹の塩水仕込みによる調味料化

低水分で製麹した鶏麹を１８％の食塩水で仕込み、

２５℃で６カ月間にわたり諸味の熟成を行った。表

４、５は諸味中の可溶成分の経時変化を示したも

表４ 鶏諸味中の窒素成分溶出の経時変化（割砕小麦５０％） (g／１００ml）

表５ 鶏諸味中の窒素成分溶出の経時変化（白糠５０％） （g／１００ml）

成 分
熟 成 時 間 （ 日 ）

３０ ６０ ９０ １２０ １５０ １８０

全窒素 １．１６ １．２８ １．３２ １．３４ １．４１ １．４０

グルタミン酸 ０．７７ ０．８８ １．０５ １．０３ １．００ ０．９９

全アミノ酸 ４．８６ ５．１０ ６．２９ ６．２６ ６．１１ ６．０５

エタノール ０．６３ ２．９０ ４．３２ ４．４７ ４．１８ ４．１３

酢酸 ０．１５ ０．０６ ０．０７ ０．０９ ０．１０ ０．０９

エキス分 ２１．０ １８．７ １８．０ １８．０ １７．８ １８．３

食塩濃度 １３．０ １３．０ １３．０ １３．０ １３．２ １２．７

割砕小麦（４０％）色 ３１ ２９ ２８ ２７ ２３ １９

成 分
熟 成 時 間 （ 日 ）

３０ ６０ ９０ １２０ １５０ １８０

全窒素 １．２７ １．４３ １．５０ １．５７ １．６５ １．６２

グルタミン酸 １．００ １．１７ １．１７ １．３３ １．３９ １．３８

全アミノ酸 ５．６７ ６．６４ ６．６５ ７．７９ ８．２３ ８．２３

エタノール ３．２０ ３．０７ ３．１９ ２．７８ ２．８６ ２．７４

酢酸 ０．１４ ０．１５ ０．１１ ０．１０ ０．１０ －

エキス分 １４．５ １５．１ １５．６ １６．２ １６．４ １６．６

食塩濃度 １３．５ １３．４ １３．４ １３．４ １３．４ １３．２

色度 ５１ ５０ ４９ ４９ ４８ ４５
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のである。諸味中では麹菌の生産したプロテアー

ゼとアミラーゼで原料である鶏肉とデンプンの分

解を行い、アミノ酸、ペプチド、ブドウ糖等が生

成し、さらに、諸味中に生育する酵母や乳酸菌な

どの耐塩性微生物によりアルコール、有機酸及び

そのエステル類が生成し味や香気の熟成が行われ

る。

調味料の味の主成分である全窒素、遊離グルタ

ミン酸及び１７種の遊離アミノ酸はもろみ熟成の初

期に大半が液中に溶出した。特に、割砕小麦では

それらの増加は１～２カ月で終了した。白糠の場

合には徐々に含有量が増加し続け、６カ月間の熟

成終了時には割砕小麦を大幅に上回った。でんぷ

ん成分の適正な混合比率については、割砕小麦、

白糠ともに２５％の混合で窒素成分の溶出が最高と

なった。ただし、鶏肉タンパク質を可溶化し最大

限に有効利用するためには、割砕小麦や白糠の比

率をさらに高くし、つまり、鶏肉比率は逆に少な

くしてタンパク質の分解を促進する方がよいと考

えられる。

もろみ中のエタノール量は諸味の発酵状態の指

標でもあり、また、有機酸とエステルを作るなど

醤油の香気生成にも関与していると考えられる。

エタノールは原料由来のデンプンが麹のアミラー

ゼによりブドウ糖となり酵母のアルコール発酵に

より生じる。もろみ中のエタノール変化はでんぷ

ん成分を多くするとエタノールが増加した。白糠

と割砕小麦の比較では白糠が諸味熟成初期に一時

的にアルコール発酵が盛んになり、原料を速やか

に消費し尽くしたものと思われる。酢酸はエタノ

ールから生成すると思われるがその量はかなり少

なく０．１％台であり熟成後期にかけ徐々に増加す

る傾向が見られた。

エキス分は可溶性のアミノ酸、ペプチド、糖質

等であり一般的には高いほど味がまろやかになる。

割砕小麦の場合は熟成の初期に白糠よりも高くな

ったが、その後の増加は少なく、最終的には白糠

のエキス分が高くなり、窒素成分の溶出と同じ傾

向を示した。


各種調味料の比較

タンパク質原料の種類を変え、他の原料比率を

同一にした場合の試作調味料の分析値比較を行っ

た（表６）。鶏原料の窒素成分の溶出性は大豆の

醤油と同等であった。

生揚げのアミノ酸比較（表７）では大豆醤油及

び鶏醤油共にグルタミン酸、アスパラギン酸とロ

表６ 各種醤油の分析値比較 （g／１００ml）

成 分
鶏 醤 油 醤油（大豆）

白 糠 小 麦 小麦

全窒素 １．６２ １．４０ １．６２

グルタミン酸 １．３８ ０．９９ １．４１

全アミノ酸 ８．２３ ６．０５ ６．６０

エタノール ２．７４ ４．１３ １．５０

酢酸 － ０．０９ －

エキス分 １６．６ １８．３ ２１．０

食塩 １３．２ １２．７ １６．８

色度（醤油標準色） ４５ １９ １８
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イシンを共通した主要成分として含んでいた。そ

の他のアミノ酸については鶏調味料がリジン、ア

ルギニン、ヒスチジンを多く含んでいた。

味覚的には大豆の醤油があっさりとした味であ

るのに対し、鶏醤油は味が濃厚であった。

�鶏調味料の色

調味料の色は用途により濃いものが好まれる場

合があるが、業務用として惣菜等の調味に使われ

る場合には淡色系のものが求められている。表６

の色度の数値は醤油の標準色との比較で求め、数

値の低いほど着色が濃くなることを示している。

大豆の生揚げ醤油に比較すると鶏調味料の着色は

薄いが、熟成時間が経過するにつれて濃くなった。

また、でんぷん原料の比率が多くなるにつれて濃

色化が進んだ。割砕小麦と白糠では割砕小麦を用

いた方が濃く着色した。淡色系の調味料の醸造に

は、割砕小麦よりは、白糠（米デンプン）を使用

する方が効果的であった。

３．３ 廃鶏のトータル利用

図２に廃鶏のトータル利用図を示した。廃鶏は

屠殺後、血と羽毛を抜き、破砕処理する。この場

合、肉を食品素材にする場合には破砕処理の前に

骨を除くことが必要である。鶏の骨は破砕すると

剣状になり、余程細かく粉砕しないと口や消化器

に突き刺さるので、骨ごと破砕したものは食材に

できない。ただし、だし汁や調味料として利用す

表７ 試作鶏醤油のアミノ酸組成 （g／１００ml）

図３ 廃鶏のトータル利用

アミノ酸 鶏醤油 醤油（大豆）

Aspartic acid ０．７４（７．７） ０．８８（１３．３）

Threonine ０．５１（５．３） ０．３１（４．７）

Serine ０．５１（５．３） ０．４４（６．６）

Glutamic acid １．６３（１７．１） １．４１（２１．３）

Proline ０．３１（３．２） ０．４０（６．０）

Glycine ０．４１（４．３） ０．２３（３．５）

Alanine ０．７７（８．１） ０．３８（５．８）

Cystine ０．０３（０．３） ０．０２（０．３）

Valine ０．５１（５．３） ０．３７（５．６）

Methionine ０．２７（２．８） ０．０８（１．２）

Isoleucine ０．５１（５．３） ０．３９（５．９）

Leucine ０．９２（９．６） ０．７５（１１．３）

Tyrosine ０．１０（１．１） ０．０４（０．６）

Phenylalanine ０．３４（３．６） ０．２８（４．２）

Histidine ０．３４（３．６） ０．１１（１．７）

Lysine ０．９１（９．５） ０．３７（５．６）

Arginine ０．７５（７．９） ０．１６（２．４）

Total ９．５６（１００） ６．６２（１００）

（ ）内は％
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る場合には最終的に骨をろ過するので除去しなく

てもよい。鶏肉と骨の分離には細かい手作業が必

要と考えられる。この分離の必要性の有無がその

ままコストに結び付くと考えられる。

鶏肉は放置すると腐敗が進行するので、殺菌と

蛋白変性のために速やかに加熱処理が必要である。

加熱により肉や皮に含まれていた油脂と水分とが

液体部分として分離してくるのでこれを取り除く。

液体部分はさらに油層と水層に分離し、油層は鶏

油となり、水槽はダシ汁で濃縮して腐敗が起こら

ないように処理する必要がある。固形分は乾燥ま

たは発酵処理を行う。生鶏肉から重量比で鶏油

８．５％、ダシ汁２３．８％、乾燥鶏粉２３．３％が得られ

た。

�鶏肉の利用

鶏肉の調味料化についてはすでに詳述したので、

その他の利用について説明する。

液層を分離した鶏肉は乾燥すると鶏肉粉末とな

り、生肉から乾燥物２３．３％が得られた。この乾燥

鶏肉については、食肉材料や調味料原料としての

用途が考えられる。ただし、この場合鶏肉粉末に

は１０～２０％程度の油脂が残存するため油脂臭がし

てそのまま食用とするには問題がある。長期保管

による油脂の酸敗の問題も考えられる。表１より

鶏肉粉末を製麹すると油脂及び過酸化物が減少す

ることがわかっているので、油脂問題への対策と

しては製麹が有効と考えられる。

乾燥前の蒸煮鶏肉を大和化成製の耐熱性プロテ

アーゼであるサモアーゼ PC－１０Fで酵素処理し

て鶏肉ブイヨンとする用途についても検討した。

この場合には油脂臭はほとんどしないが、弱い苦

みがあり酵素処理により生じた苦みペプチドを分

解する必要がある。

その他、生鶏肉のブロック状での加工利用とし

ては、加圧処理等による半乾燥調味鶏肉を試作し

た。

�鶏油の利用

生鶏肉から鶏油８．５％が分離された。鶏油は牛

脂や豚脂と異なり、室温では固化せず液状である。

表８に鶏油の脂肪酸組成を示した。オレイン酸や

リノール酸等の不飽和脂肪酸が７０％以上を占めて

いる。不飽和脂肪酸は凝固点が高いため室温では

液体である。温度を１０℃以下の低温にすると下部

に固形油脂が沈澱し始め、それは温度低下に伴っ

て多くなり、やがて全体が固化した。

鶏油は官能的には、魚油のような嫌悪感を伴う

強い臭気はないが、特徴的な匂いがする。人の好

き嫌いにもよるが、食品として利用できると思わ

れる。

�煮汁の利用

生鶏肉を加熱して２３．８％の煮汁が得られた。煮

表８ 鶏油の脂肪酸組成の比較

脂 肪 酸 含量（％）

１４：０ ミリスチン酸 ０．９

１５：０ ペンタデカン酸 ０．２

１６：０ パルミチン酸 １８．３

１６：１ パルミトレイン酸 ３．４

１７：０ ヘプタデカン酸 ０．３

１７：１ ヘプタデセン酸 ０．２

１８：０ ステアリン酸 ４．３

１８：１ オレイン酸 ４３．６

１８：２ リノール酸 ２５．８

１８：３ リノレン酸 １．０

２０：１ エイコセン酸 ０．６

２０：４ アラキドン酸 ０．２

未同定 １．２

＊飽和脂肪酸合計 ２４．０

＊飽和脂肪酸合計は１４：０＋１５：０

＋１６：０＋１７：０＋１８：０を表す。
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汁は鶏肉に含まれている水分やゼラチンなどが加

熱による肉の収縮で組織から絞り出されたもので

あり、濃厚な味を持っている。冷却するとゼラチ

ンが固化してゲル状となる。いわゆる、煮こごり

である。

これ自身は加工食品や料理に有効に利用できる。

液状物が必要な場合には耐熱性のプロテアーゼで

高温処理すると、煮汁への微生物の増殖もなく、

短時間でゲル形成能がなくなる。保存性を良くす

るためには高圧加熱殺菌、濃縮、噴霧乾燥等が有

効である。煮沸鶏肉からの煮汁の収量を上げるた

めにはプロテアーゼ処理が有効である。鶏肉タン

パク質が分解されペプチドが溶出し、液量が増加

した。

４ 結 言

本研究は中小企業創造基盤技術研究事業「未利

用資源精密発酵処理飼料・食料化システムの開

発」として�ヤマシロファーメントと実施した共

同研究の一部である。当センターでは分担テーマ

として廃鶏肉を中心とした発酵プロセス、調味料

化プロセスの開発及びトータル利用の検討を実施

した。�ヤマシロファーメントでは精密発酵機の

試作、発酵物の試料としての適合性及び調味料の

試作を行った。当センターでの結果は以下のとお

りであった。まず、廃鶏への麹菌の繁殖性につい

て検討した。製麹は３０～３５％の低水分条件で行っ

た。製麹後にはプロテアーゼ等の酵素類が含まれ、

また、毒性や悪臭を持つヒスタミン、トリメチル

アミン、過酸化物が減少し栄養性が高まり、飼料

や食料素材として利用価値が高まった。廃鶏の調

味料化については、全く新しい調味料である鶏醤

油の基本プロセスが開発できた。鶏肉のアミノ酸

への分解性は高く、大豆の醤油と同等であった。

でんぷん原料として白糠を用いると淡色の調味料

ができた。廃鶏のトータルな有効利用について検

討した。廃鶏を原料とし粉末化鶏肉、麹化鶏肉、

半乾燥調味鶏肉、酵素による鶏肉分解物、鶏肉ゼ

ラチン質とその液化物、鶏油などを試作した。
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